
nformationＩ

2026. 2   広報うちこ  19

●
対
象
　
町
内
在
住
の
人

※
先
着
20
人

●
講
師
　
三
宅
映て

る
き己

さ
ん（
愛
媛
大

　
学
医
学
部
附
属
病
院
准
教
授
）

●
参
加
費
　
無
料

●
申
込
方
法
　
電
話
で
お
申
し
込
み

　
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限
　
２
月
10
日（
火
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

内
子
町
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
５

　
脂
質
異
常
症
は
、
血
液
中
の
脂
質

濃
度
が
基
準
を
外
れ
た
状
態
を
指
す

病
気
で
す
。
予
防
の
基
本
と
な
る
食

生
活
改
善
に
向
け
て
、
管
理
栄
養
士

が
考
え
た
レ
シ
ピ
で
調
理
実
習
を
行

い
ま
す
。
専
門
医
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス

を
聞
き
、
日
々
の
生
活
習
慣
を
一
緒

に
考
え
ま
し
ょ
う
。

●
日
時
　
２
月
17
日（
火
）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
場
所
　
内
子
保
健
セ
ン
タ
ー

専
門
医
の
講
話
と
料
理
教
室
で
脂

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル質
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

●
対
象
者
　
町
内
の
事
業
者（
法
人
・

　
個
人
事
業
主
）、起
業
予
定
者
な
ど

●
相
談
内
容
　
新
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

　
の
企
画
、
売
上
・
集
客
の
向
上
、

　
営
業
改
善
、
人
材
育
成
な
ど

●
相
談
形
式
　
個
別
相
談
／
１
社
あ

　
た
り
30
分
～
１
時
間（
要
予
約
）

※
希
望
時
間
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

●
相
談
員
　
合
同
会
社
デ
ロ
イ
ト

　
ト
ー
マ
ツ

●
主
催
　
町
並
・
地
域
振
興
課

【
予
約
・
問
い
合
わ
せ
】

合
同
会
社
デ
ロ
イ
ト
ト
ー
マ
ツ

☎
０
７
０
（
３
３
２
０
）５
４
５
８

　koudai4.kom
ori@

tohm
atsu.co.jp

　
経
営
や
事
業
支
援
の
専
門
家
が
、

売
り
上
げ
の
伸
ば
し
方
、
事
業
の
続

け
方
、
人
材
や
資
金
の
悩
み
な
ど
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
日
時
　
２
月
12
日（
木
）
午
前
９

　
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

●
場
所
　
Ｍモ

リ

テ

イ

Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｉ（
旧
森

　
家
住
宅
／
内
子
２
０
０
９
番
地
）

事
業
の
悩
み
に
専
門
家
が
応
え
る
経
営
相
談
会

会場の旧森家住宅

企画展 写真とアートでみる内子のディープな魅力

　昨年10月に開かれた「アートベンチャーエヒメフェ
ス」で、小田地区の古い写真を元にしたのれんが紹介
されました。その作品の一部をはじめ、次のテーマで
まちの歴史と文化に触れる企画展を行います。
➊写真がつなぐ、小田の時間と風景　「アートベン
　チャーエヒメフェス」で使用したのれんの一部を展示
➋凧がつなぐ、五十崎の物づくりと風景　大凧合
　戦のポスター、凧にまつわる施設や文化を紹介
➌台湾、石畳との出会い　台湾からの交換留学生
　が撮影した「石畳水車まつり」の写真を掲載

期間：２月28日（土）まで場所：内子町ビジターセンター

私のミッションは「持続可能
な観光まちづくり」。内子町
の価値を守りながら強みを
活かし、旅行者も住民も満
足できる観光を目指してい
ます。新しい視点で、地域
の魅力と価値を再認識して
もらえたらうれしいです。

内子町ビジターセンター　☎０８９３（４４）３７９０

企
画
　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
　

林リ
ン

　
家

ジ
ャ
シ
ュ
ェ
ン瑄さ

ん
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【滞納】
　全体の滞納については減少している。徴収事務は
ますます苦労を伴う業務となるが、①自主財源の確
保、②公平な負担、③行政の信頼につながるもので
あり、過年分を含め、その解消に一層努められたい。
引き続き職員の不作為による安易な不能欠損処理と
ならないよう、法令に基づき厳正に対処するととも
に、滞納者はもとより、必要に応じ連帯保証人へも
接触するなど、厳正に取り組まれたい。
【基金】
　５年度の財務監査では、29すべての基金について
各担当部署から根拠法令・条例・設置目的・活動の
検討機関・活用の検討方針・今後の検討状況などを
整理してもらい、確認した。本年度も特に大きな問
題はなく推移している。引き続きその規模や管理に
ついて十分検討した上で、それぞれの基金の設定の
目的に則して、適正な管理・運用に努められたい。
【公営企業会計】
　水道・下水道事業ともに、一般会計から多額の補
助金を繰り入れている。その大部分を占め、地方交付
税に反映されない基準外補助金は、可能な限り抑制し
ていく必要がある。また100％以上が必要とされる水
道料金回収率は85.51％、下水道経費回収率は58.77％
と極めて低調であり、各料金の更なる適正化が喫緊
の課題である。施設の老朽化による修繕および更新、
耐震化など、多くの課題解決に取り組み、広域的受益
の均衡化、経営の効率化を図り、安心で安全な水道水
の安定供給および下水道事業の安定的なサービスの
提供、維持可能な経営の効率化に一層努められたい。

　後期（10～３月）においても引き続き、各種課題に
的確に対応するとともに、まちの良さと個性が生か
された内子町形成のため、一層努められたい。

令和７年度財務監査意見

赤穂英
えいいち

一　代表監査委員
久保美

よしひろ

博　監査委員

【問い合わせ】監査委員事務局
　☎０８９３（４４）２１１５ 　

監査委員による監査・審査を10月21・27・28・29日に実施
しました。その結果をお知らせします。

　７年度前期（４～９月）の一般会計、特別会計お
よび公営企業会計の財務監査は、地方自治法第
199条第４項および内子町監査基準に基づき、各
課から提出された調書などを中心に、関係職員か
らも聴取し、抽出により実施した。その結果、各
会計の各種事業は全体的には大きな問題はなく進
捗しており、執行内容もおおむね適正に処理され
ていると認めた。
　財務監査の主な意見は、次のとおり。
【事務処理】
　これまでに指摘した不適切事例などについては、
本来の事務処理手順の遵守と管理者の事務管理
を一層徹底することとして、再発防止策に取り組
んでおり、問題なく事務遂行されている。ただし、
指導事項への改善が不十分な部署も一部確認され
た。担当者の指導はもとより、管理者の決裁時の
チェックなどをしっかり行い、事務管理を一層徹
底されたい。
【時間外勤務手当など】
　時間外勤務については、職場環境内で行うべき
用務とそれ以外の実態把握や入退庁記録も確認し
た上で、適切な指導をされたい。有給休暇につい
ては、同一部署でも職員間の取得日数に大きな差
がある。特定の職員の過重な負担とならないよう、
採用後間もない職員へは特に配慮されたい。職員
は組織の財産であり、健康管理は各人の自己管理
が重要であることは言うまでもないが、管理者の
重要な責務の一つでもある。

財務監査結果のお知らせ

企
画
　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
　

林リ
ン

　
家

ジ
ャ
シ
ュ
ェ
ン瑄さ

ん
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が
必
要
で
す
。

▽
家
賃
は
入
居
者
の
収
入
に
よ
り
決

　
定
し
ま
す
。

　
１
４
５
２
９
７

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

建
設
デ
ザ
イ
ン
課
　
管
理
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
７

●
住
宅
の
規
格
・
家
賃
な
ど

《
高
岡
団
地

　２
０
２
号
》

▽
住
所
　
内
子
２
６
０
２
番
地

▽
構
造
　
中
層
耐
火
４
階
・
Ｓ
50
建

▽
面
積
他
　
47
・
４
㎡
、
２
Ｄ
Ｋ

▽
家
賃（
月
額
）　１
万
１
７
０
０
円
～

※
駐
車
場
な
し

《
土
居
第
１
団
地

　１
０
４
号
》

▽
住
所
　
内
子
３
５
９
０
番
地

▽
構
造
　
中
層
耐
火
３
階
・
Ｈ
９
建

▽
面
積
他
　
74
・
７
㎡
、
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

▽
家
賃（
月
額
）　２
万
４
６
０
０
円
～

※
駐
車
場
な
し

《
堂
の
浦
１
団
地

　１
７
６
号
》

▽
住
所
　
上
田
渡
２
９
５
番
地

▽
構
造
　
木
造
２
階
・
Ｈ
４
建

▽
面
積
他
　
68
・
85
㎡
、
３
Ｄ
Ｋ

▽
家
賃（
月
額
）　１
万
３
４
０
０
円
～

※
駐
車
場
あ
り（
無
料
）

《
共
通
事
項
》

●
入
居
資
格
　
住
宅
に
困
窮
し
て
月

　
額
所
得
が
15
万
８
０
０
０
円
以
下

　
の
人
。
同
居
中
ま
た
は
同
居
し
よ

　
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
人

●
申
込
方
法
　
建
設
デ
ザ
イ
ン
課
・

　
内
子
分
庁
・
小
田
支
所
に
あ
る
申

　
込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限
　
２
月
25
日（
水
）

●
そ
の
他

▽
入
居
時
に
家
賃
３
カ
月
分
の
敷
金

町
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

髙岡団地土居第１団地堂の浦１団地

ＩＤ

　物価高騰の影響を特に大きく受ける子育
て世帯を支援するため、児童手当の受給者に

「子育て応援手当」を支給します。

●支給対象者　次の子どもを養育する保護者
▷令和７年９月分の児童手当の対象児童
▷令和７年10月１日～８年３月31日に生ま
　れた児童
●支給額　対象児童１人につき２万円
※支給は１回限りです。児童手当を増額する
　ものではありません。
●支給時期　８年３月上旬から
●支給方法　原則として申請は不要です。児
　童手当の受給口座に振り込みます。

※受給口座を解約・変更した場合は振り込み
　ができません。担当課へご連絡ください。
※次の人は申請が必要です。
▷公務員（所属庁から児童手当を受給してい
　る場合）
▷10月１日以降に離婚したか離婚調停中で、
　児童手当の手続きが必要となった人
　１４５２６８
《制度に関する問い合わせ》

○こども家庭庁コールセンター
☎０１２０（２５２）０７１
【申請・問い合わせ】
こども支援課　児童福祉係
☎０８９３（２３）９２５５

物価高対応子育て応援手当子育て応援手当を支給しますを支給します
高校生年代までの子どもを養育する人へ

ＩＤ

町からのお知らせ
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コラム＊ねんきん瓦版

　老齢基礎年金は20 ～ 60歳の間、国民年金保
険料を納めると満額受給できます。未加入の期
間や保険料の未納期間がある人は年金が減額さ
れますが、「任意加入制度」を利用すれば、65歳
から受け取る年金額を増やすことができます。
　納めた保険料は社会保険料控除の対象で、所
得税や住民税が軽減されます。また一定の要件
を満たせば、任意加入期間中に障害基礎年金や
遺族基礎年金を受け取れる場合があります。
●受け取れる年金額の例
　60 ～ 65歳の５年間任意加入した場合、年金
を65歳から11年以上受け取れば、支払った保
険料よりも受け取る額が多くなります。
▷保険料納付額　105万600円
▷年金の受け取り期間／増加額（例）
・65 ～ 75歳（10年間）／約103万9,000円
・65 ～ 80歳（15年間）／約155万9,000円

●任意加入の条件
▷日本国内に住む 60歳以上 65歳未満で、保険料
　の納付月数が480月未満の人
▷年金の受給資格期間（10年）を満たしていない
　65歳以上 70歳未満の人
▷外国に住む日本人で 20歳以上 65歳未満の人
※老齢基礎年金を繰り上げ受給している人や、厚
　生年金の加入者は任意加入できません。
●手続き方法　内子町役場または年金事務所に、
　次の書類を持参して手続きをしてください。
▷本人確認書類（マイナンバーカードなど）
▷預貯金などの通帳と届出印
【問い合わせ】
○松山西年金事務所
☎０８９（９２５）５１０５
○住民課　国民年金係
☎０８９３（４４）６１５２

未納期間がある人は「任意加入制度で」
将来、受け取る年金額を増やせます

　「
ド
イ
ツ
フ
ェ
ス
タ
２
０
２
６
」
で

飲
食
物
を
提
供
す
る
出
店
者
を
募
集

し
ま
す
。

●
開
催
日
時
　
５
月
９
日（
土
）
午

　
前
11
時
～
午
後
４
時

●
場
所
　
内
の
子
広
場

●
出
店
条
件
　
町
内
の
事
業
者
で
、

　
ド
イ
ツ
を
感
じ
さ
せ
る
飲
食
物
を

　
１
品
以
上
提
供
で
き
る
こ
と

●
販
売
方
法
　
現
金
ま
た
は
キ
ャ
ッ

　
シ
ュ
レ
ス
決
済

●
販
売
手
数
料
　
売
上
金
の
10
％

●
申
込
方
法
　
内
子
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
に
あ
る
出
店
申
込
書
に
記
入
し

　
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限
　
２
月
27
日（
金
）

●
出
店
者
の
決
定
　
申
込
内
容
を
審

　
査
後
、
出
店
の
可
否
を
連
絡
し
ま

　
す
。
店
舗
数
に
限
り
が
あ
り
、
お

　
断
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
１
４
２
０
６
３

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

町
並
・
地
域
振
興
課
　
商
工
観
光
班

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
１
８

　m
achinam

i-g@
tow

n.uchiko.

　ehim
e.jp

「
ド
イ
ツ
フ
ェ
ス
タ
」
の
出
店
者
を
募
集
中

ＩＤ●
場
所
　
龍
宮
堰（
五
十
崎
凧
博
物

館
付
近
に
あ
る
堰
）

【
問
い
合
わ
せ
】

五
十
崎
土
地
改
良
区
事
務
局（
内
子

町
役
場
農
林
振
興
課
内
）

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
２
３

　
次
の
日
程
で
龍
宮
堰
を
倒
し
ま

す
。
堰
下
げ
後
は
川
の
流
れ
が
速
く

な
り
危
険
で
す
。
作
業
時
は
川
に
近

づ
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
日
時
　２
月
28
日（
土
）午
前
９
時
～

※
天
候
に
よ
っ
て
終
了
時
間
は
異
な

　
り
ま
す
。

急
な
川
の
流
れ
の
変
化
に
注
意

龍
宮
堰
の
堰
下
げ
を
し
ま
す

ドイツ一色の日を、一緒に盛り上げよう
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　年末年始、町内で建物火災が発生しました。幸いにも発見・
初期消火が早かったため、延焼は防ぐことができましたが、大
規模な林野火災につながることも十分に考えられる状況でした。
　火災は全国で多発しています。原因の多くは、たき火やたば
この不始末などの人為的なものです。冬場は空気が乾燥するた
め、小さな火種でもすぐ燃え移り、一気に拡大します。火の取
り扱いには、常に細心の注意を払ってください。

《林野火災注意報・林野火災警報について》
　８年１月から「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が始
まりました。空気が乾燥し、火災が発生すると大規模化する危
険性が高い気象状況のときに発表されます。
　林野火災警報が出たら、屋外での火の使用が制限されます。
違反した場合は30万円以下の罰金または拘留が科されること
があります。発表時は、たき火などは絶対にしないでください。

《注意報・警報の発表基準》
◆林野火災注意報◆
➊前日までの３日間の合計降水量が１㍉以下で、前日までの30
　日間の合計降水量が30㍉以下のとき
➋前日までの３日間の合計降水量が１㍉以下で、乾燥注意報が
　発表されたとき
◆林野火災警報◆
　林野火災注意報に加えて、強風注意報が発表されたとき

《たき火をするときは届け出が必要です》
　農林業に関わる野焼き・たき火などをするときは、「火災とま
ぎらわしい行為や火災を発する恐れのある行為」として、消防
署への届け出が必要です。必ず消火の準備をして、火が完全に
消えるまで離れずに、十分に注意して行ってください。

【問い合わせ】内子消防署　☎０８９３（４３）０１１９

その火、
「うちは大丈夫」
と言い切れますか

内子消防署からのお知らせ

火災を防ぐのは、私たち一人一人の「心構え」

詳しくは大洲地区広域消防事務組合詳しくは大洲地区広域消防事務組合
のホームページをご覧ください▶のホームページをご覧ください▶
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　「
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ

る
心
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り・人
づ
く
り
」

を
テ
ー
マ
に
研
究
大
会
を
開
き
ま
す
。

●
日
時
　
３
月
７
日（
土
）

　
　
　
　
午
前
９
時
～
11
時
40
分

●
場
所
　文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
ス
バ
ル

●
内
容

▽
人
権
作
文
の
発
表

▽
内
子
高
等
学
校
小
田
分
校
の
発
表

▽
講
演『
へ
こ
た
れ
へ
ん
　
～
人
は

　
き
っ
と
つ
な
が
れ
る
～
』
／
講
師

　
松
村
智さ

と
ひ
ろ広
さ
ん（
み
え
人
権
教
育
・

　
啓
発
研
究
会
　
代
表
）

●
入
場
料
　
無
料

●
申
込
方
法
　
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・

　
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
事
前
に
お

　
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
大
会
中
は
手
話
通
訳
・
要
約
筆
記

　
を
し
ま
す
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

内
子
町
人
権
教
育
協
議
会
事
務
局（
内

子
町
教
育
委
員
会
　自
治・学
習
課
内
）

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
１
４

　
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
３
７

　gakusyujichi-s@
tow

n.uchiko.

　ehim
e.jp

学
び
続
け
る
こ
と
で
差
別
の
な
い
ま
ち
を
つ
く
ろ
う

「
内
子
町
人
権
・
同
和
教
育
研
究
大
会
」

その火、
「うちは大丈夫」
と言い切れますか

FAX ①
午
後
２
時
～
（
内
子
中
３
年
生
、

　
一
般
10
人
程
度
）

②
午
後
７
時
～
（
一
般
）

●
作
品
／
内
容
　『
マ
イ 

ス
モ
ー
ル

　
ラ
ン
ド
』
／
在
日
ク
ル
ド
人
の
少

　
女
が
在
留
資
格
を
失
っ
た
こ
と
を

　
機
に
、
自
身
の
居
場
所
に
葛
藤
す

　
る
姿
を
描
い
た
ド
ラ
マ
で
す
。

●
入
場
料
　
無
料

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

う
ち
こ
福
祉
館

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
３
４
１
０

《
や
さ
し
い
人
権
講
座
》

●
日
時
　２
月
19
日（
木
）午
後
７
時
～

●
演
題
／
講
師
　『
み
ん
な
の
幸
せ

　
を
目
指
し
て
』／
大
島
進
さ
ん（
砥

部
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
）

●
参
加
費
　
無
料

《
わ
い
わ
い
喫
茶
》

●
日
時
　
３
月
２
日（
月
）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時
30
分

●
参
加
費
　
無
料

《
う
ち
こ
人
権
映
画
祭
》

●
日
時
　
３
月
11
日（
水
）

う
ち
こ
福
祉
館
事
業
の
お
知
ら
せ

　子どもの成長と、子育て家庭の多様なライフスタ
イルの実現を支援するために、毎月一定時間まで保
育所を利用できる「こども誰でも通園制度」を８年
４月から開始します。
●対象児童　保育園などに在籍していない、０歳６
　カ月～満３歳未満の子
●利用開始時期　８年４月１日（水）～
●実施施設　五十崎こども園、子育て支援センター
●利用時間　１カ月当たり10時間まで

●利用料金　１時間300円程度
●申請～利用の流れ
①所定の様式に記入して、こども支援課に提
　出する
②認定された利用者に「こども誰でも通園制
　度総合支援システム」のアカウントを発行
③システムの利用登録をして、施設に面談予
　約をする
④利用施設で初回面談
●申請受付開始　８年４月１日（水）

【申請・問い合わせ】
こども支援課　児童福祉係
☎０８９３（２３）９２５５

８年４月から
始まります

詳しくはこちらから
リーフレットをご覧ください▶

あ
ら
、

い
い
じ
ゃ
な
い
！

い
い
ね
！

い
い
じ
ゃ
ん
！
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●
日
時
　
２
月
19
日（
木
）

　
　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

※
受
付
は
０
時
30
分
～

※
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
で
も
参
加
可
能

●
場
所
　
松
山
市
民
会
館

●
内
容

▽
１
時
~

　講
演
会

　
講
師
　
青
木
さ
や
か
さ
ん
／
『
わ

　
た
し
が
生
き
方
を
か
え
た
理
由
　

　
～
八
道
を
実
践
し
て
～
』

▽
２
時
10
分
~

　セ
ミ
ナ
ー

　
講
師
　
渡
部
博
之
さ
ん
／
『
労
働

　
市
場
の
今
と
業
界
を
知
る
セ
ミ
ナ
ー
』

▽
２
時
50
分
~

　支
援
策
紹
介

▽
３
時
~

　個
別
相
談
会

●
対
象
者
　
お
お
む
ね
35
～
59
歳
の

　
中
高
年
世
代
と
そ
の
家
族
な
ど

●
定
員
　
50
人（
先
着
）

●
申
込
期
限
　
２
月
17
日（
火
）
午

　
後
５
時

●
参
加
費
　
無
料

※
服
装
は
自
由
で
す
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

㈱
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
松
山
支
社

☎
０
８
９
（
９
６
１
）
１
３
３
３

　m
ty@

lec.co.jp

以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
愛
媛
県
司
法
書
士
会
は
、
毎
年
２

月
を「
相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
」

月
間
と
定
め
て
い
ま
す
。
期
間
中
は

相
続
登
記
、
遺
言
、
遺
産
分
割
協
議

な
ど
、
相
続
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相

談
に
無
料
で
応
じ
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
場
所
　
愛
媛
県
内
の
各
司
法
書
士

　
事
務
所

●
無
料
相
談
受
付
期
間
　
２
月
27
日

　（
金
）ま
で

【
問
い
合
わ
せ
】

愛
媛
県
司
法
書
士
会

☎
０
８
９
（
９
４
１
）
８
０
６
５

【
問
い
合
わ
せ
】

愛
媛
労
働
局
労
働
基
準
部
労
災
補
償
課

☎
０
８
９
（
９
３
５
）５
２
０
６

　
６
年
４
月
か
ら
相
続
登
記
の
申
請

が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
不
動
産
を

取
得
し
た
相
続
人
は
、
取
得
を
知
っ

た
日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
正
当
な

理
由
な
く
違
反
し
た
場
合
、
10
万
円

　
石
綿（
ア
ス
ベ
ス
ト
）に
関
わ
る
業

務
が
原
因
で
肺
が
ん
や
中
皮
腫
を
発

症
し
た
場
合
、
労
災
保
険
給
付
や
特

別
遺
族
給
付
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
石
綿
を

吸
っ
て
か
ら
長
い
年
月
を
経
て
発
症

す
る
の
が
特
徴
で
す
。
請
求
に
は
期

限
が
あ
る
の
で
、
心
当
た
り
の
あ
る

人
は
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

中
高
年
の
活
躍
を
応
援
す
る

講
演
・
セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内

相
続
に
関
す
る
悩
み
に

専
門
家
が
無
料
で
応
え
ま
す

ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
疾
病
の

補
償
・
救
済
制
度
に
つ
い
て

知

ら

せ

お

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
▼

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
▼

　

●申告・納付期限
▷所得税・復興特別所得税・贈与税　３月16日（月）
▷消費税・地方消費税（個人事業者）　３月31日（火）
《申告会場について》

●開催期間　２月16日（月）～３月16日（月）
※土・日曜および祝日を除く。
●時間　午前８時30分～午後３時
●場所　大洲税務署
※①スマートフォン、②マイナンバーカード、③署
　名用パスワード、④利用者証明用暗証番号、を
　ご準備ください。
●その他
▷Ｌ

ラ イ ン

ＩＮＥでの事前予約が必要です。「国税庁公式
　アカウント」を友だち追加し、予約してください。
▷贈与税や土地などの譲渡所得の申告相談は３月
　２日（月）から受け付けます。
《申告書類をスマホで簡単作成》
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」では、案内に沿って金額などを入力するだ
けで申告書類の作成や提出ができます。マイナ
ポータルと連携すると、控除証明書などのデータ
も自動入力されます。

【問い合わせ】
大洲税務署
☎０８９３（２４）３１１５

自宅でできる確定申告

◀確定申告書等
　作成コーナー

スマホで簡単・便利に――

◀マイナ
　ポータル

くらしの情報
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●
募
集
科
　
メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
科（
機

　
械
加
工
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
・
電
気

　
技
術
者
）、
メ
タ
ル
技
術
科
　（
溶

　
接
技
術
者
）

●
訓
練
期
間
　８
年
４
月
～（
２
年
間
）

●
募
集
期
限
　
２
月
24
日（
火
）

●
試
験
日
　
３
月
３
日（
火
）

●
費
用
　
選
考
料
２
２
０
０
円
、
授

　
業
料（
月
額
）９
９
０
０
円
　
他

●
そ
の
他
　
男
性
寮
あ
り
。
学
校
見

　
学
は
平
日
の
み
可
能
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

愛
媛
県
立
新
居
浜
産
業
技
術
専
門
校

☎
０
８
９
７
（
４
３
）
４
１
２
３

　
再
就
職
の
希
望
者
に
向
け
、
新
た

な
技
術
や
専
門
知
識
を
身
に
付
け
る

た
め
の
職
業
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

●
対
象
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
受
講
指

示
・
推
薦
を
受
け
ら
れ
る
求
職
者

●
募
集
科
　
機
械
Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｎ
Ｃ
、

　
電
気
設
備
技
術
、い
え
づ
く
り
実
践

●
訓
練
期
間
　
４
月
２
日（
木
）
か

　
ら
６
カ
月
間

●
受
講
料
　
無
料

※
教
科
書
、
作
業
服
な
ど
の
自
己
負

　
担
あ
り

●
応
募
期
限
　
３
月
２
日（
月
）

【
問
い
合
わ
せ
】

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
愛
媛

☎
０
８
９
（
９
７
２
）
０
３
２
９

　
環
境
保
全
・
自
然
保
護
・
社
会
福

祉
・
教
育
振
興
に
取
り
組
む
団
体
の

活
動
を
支
援
し
ま
す
。
対
象
団
体
や

助
成
額
、
応
募
方
法
な
ど
の
詳
細
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
応
募
期
限
　
３
月
19
日（
木
）
午

　
後
５
時
15
分

【
問
い
合
わ
せ
】

愛
媛
県
総
合
政
策
課

☎
０
８
９
（
９
１
２
）
２
２
３
３

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
で

再
就
職
に
向
け
て
職
業
訓
練

中
高
年
の
活
躍
を
応
援
す
る

講
演
・
セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内

集

募

内子町社会福祉協議会　☎０８９３（４４）３８２０Vol.２Vol.２

温かいご支援をありがとうございました温かいご支援をありがとうございました　

　７年10月１日～ 12月31日に実施した赤い羽根
共同募金運動では、自治会や地区社協、企業、商
店主、学校関係者など、地域の皆さんの温かいご
協力で、498万6,154円の寄付が集まりました。あ
りがとうございました。
　寄附金は全額、愛媛県共同募金会に送金してお
り、県内の社会福祉施設や市町社会福祉協議会に
配分されます。内子町社会福祉協議会にも配分さ
れ、自治会配分金事業や社会福祉事業などに活用
する予定です。
　今後ともご協力をお願いします。

●赤い羽根共同募金運動実績

項目 金額（円） 協力団体など

戸別募金 2,931,720 41自治会

街頭募金 27,049 ボーイスカウト内子支団

法人募金 1,338,599 ７地区社協

学校募金 39,917 保育園・幼稚園児、児童、生徒

職域募金 526,500 町職員、教職員、民生児童委員、
社協職員など

その他　 122,369 募金箱など

合計 4,986,154

広報うちこ   2026. 2 24

赤い羽根共同募金の実績をお知らせします

新
居
浜
産
業
技
術
専
門
校

８
年
度
後
期
入
校
生
を
募
集

「
三
浦
保
」愛
基
金

助
成
希
望
団
体
を
募
集

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
▼

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
▼

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
▼

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
▼
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